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今年もいよいよ残すところあと 2ヶ月となりました。例年のこととはいえ、企業の給与担当

者の方や会計事務所の皆さんは年末調整の業務が近づくと落ち着かないのではないでしょうか。 

平成 29年度税制改正で行われた配偶者控除と配偶者特別控除の見直しは、今年から適用さ

れます。今回の SUBARU TIMESでは、この改正部分のポイントを説明いたします。 

今年の年末調整のポイント 
◆配偶者がいる方は「配偶者控除等申告書」の提出を忘れずに！！ 
配偶者がいる従業員へ、「配偶者控除等申告書」を忘れずに提出していただくよう案内しましょう。

提出されないと、配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けられません。特に配偶者控除は、昨年ま

では「扶養控除等申告書」を提出すれば適用を受けられましたが、今年は「配偶者控除等申告書」を

提出しないと適用を受けられません。 
◆「配偶者控除等申告書」には、必ず本人および配偶者の所得の見積額を記載しましょう！！ 
 「配偶者控除等申告書」に、本人及び配偶者の「所得の見積額」の記載がないと、配偶者控除額・

配偶者特別控除額を計算できません。必ず所得の見積額を記載いただくよう案内しましょう。 
 

配偶者控除・配偶者特別控除の改正点 

 
 
 
 
 
 
 

提出申告書の変更点 
税制改正により、今年は提出いただく申告書が3つになり、記載内容も変更されています。 

変更内容や注意点を別紙（2枚目）にまとめましたので、ご確認ください。 
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今年の年末調整は変わります！！ 


